
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ３－２４ 髪止め飾り具 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ３－２４ 全 髪止め飾り具 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

ヘアーバンド ヘアーリボン はちまき 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 主として、髪を止めるあるいは束ねる帯状のもの。 

・ 汗止め用ヘア－バンド、磁気医療用ヘア－バンドを含む。 

・一般にカチューシャ、ヘアゴムと称されているものは、ここに分類する。 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１０６６５１２号 
髪止め飾り具 

登録１１２２９５６号 
ヘアーバンド 

登録１０３３３３２号

ヘ ア ー バ ン ド

 


